
申請は３月18日(水)から９月18日(金)まで
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へ
の
生
活
支
援
と

地
域
の
経
済
対
策
を
目
的
に

定
額
給
付
金

が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

給
付
は
申
請
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
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※
詳
し
い
こ
と
は
名
寄
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
し
ま
す
。

給
付
対
象
者
・
申
請
者

２
月
１
日
の
基
準

▼
給
付
対
象
者

日
に
お
い
て
、
①
ま
た
は
②
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

①
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
方

②
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
（
不
法
滞
在
者
及
び
短
期
滞

在
者
の
み
対
象
外
）

●
２
月
２
日
以
降
に
出
生
し
た
場
合

は
給
付
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

●
２
月
１
日
以
降
に
死
亡
し
た
場

合
、
住
民
基
本
台
帳
上
で
世
帯
を
同

じ
く
す
る
方
が
代
わ
っ
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
住
民

基
本
台
帳
上
１
人
世
帯
の
場
合
は
親

族
で
あ
っ
て
も
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

●
２
月
２
日
以
降
住
所
が
変
わ
っ
て

も
、
２
月
１
日
時
点
の
住
所
地
か
ら

支
給
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

給
付
対
象
者
の
属
す
る

▼
申
請
者

世
帯
の
世
帯
主
が
申
請
及
び
受
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
外
国
人
に

。

つ
い
て
は
、
各
給
付
対
象
者
）

設
け
ま
せ
ん
。

▼
所
得
制
限

給

付

額

給
付
対
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象
者
１
人
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き
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日

―

に
お
い
て

歳
以
上
の
方(

昭
和
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年
２
月
２
日
以
前
生
ま
れ)

及
び
18

歳
以
下
の
方(

平
成
２
年
２
月
２
日

〜
平
成

年
２
月
１
日
生
ま
れ)
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申
請
と
給
付
の
方
法

次
ペ
ー
ジ
の
「
定
額
給
付
金
支
給

の
流
れ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
は
郵
送
に
よ
る

▼
窓
口
受
付

ほ
か
、
３
月

日(

水)

か
ら
名
寄
庁

18

舎
１
階
、
風
連
庁
舎
１
階
、
智
恵
文

支
所(

平
日
の
８
時

分
〜

時

45

17

30

分)

の
窓
口
で
も
受
付
し
ま
す
。

名
寄
庁
舎
１

▼
臨
時
窓
口
を
開
設

階
と
風
連
庁
舎
１
階
で
の
開
設
は
、、

３
月

日(

金)

〜
３
月

日(

日)
20

22

、

３
月

日(

土)

〜
３
月

日(

日)
28

29

３
月

日(

日)

の

智
恵
文
支
所
は
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み
、
い
ず
れ
も
開
設
時
間
は
９
時
か

ら

時
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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何
ら

▼
代
理
申
請
と
代
理
受
取
り

か
の
都
合
で
世
帯
主
の
方
が
申
請
で

き
な
い
場
合
や
、
世
帯
主
以
外
の
世

帯
員
の
方
の
口
座
で
給
付
金
を
受
け

取
る
場
合(

世
帯
主
以
外
の
世
帯
構

成
員
に
限
り
ま
す)

に
は
、
世
帯
主

か
ら
の
委
任
状
や
代
理
の
方
の
本
人

確
認
書
類
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

金
融
機

▼
給
付
金
の
現
金
受
取
り

関
の
口
座
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、

窓
口
で
の
現
金
受
け
取
り
が
で
き
ま

す
。
現
金
受
け
取
り
は
４
月

日
以

20

降
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

別
に
手
続
き
が
必
要
で
す
か
ら
定
額

給
付
金
本
部
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
基
準
日
以
降
に
世
帯
構
成
が
変
わ

あ
く
ま
で
も
２
月
１
日

っ
た
場
合

基
準
日
の
状
況
で
支
給
し
ま
す
。
申

請
書
が
送
付
さ
れ
る
基
準
日
の
世
帯

主
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。申

請
書
に

▼
個
人
情
報
の
取
扱
い

記
載
さ
れ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て

は
、
定
額
給
付
金
給
付
事
務
を
遂
行

す
る
た
め
に
利
用
し
、
利
用
目
的
の

範
囲
を
超
え
た
個
人
情
報
の
取
扱
い

は
い
た
し
ま
せ
ん
。
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定額給付金の給付申請を

１｜平成２１年３月号

申請書類は３月14日から発送しますが、市内全域に配達するために１週間程度必要です。
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広報なよろ３月号外 ｜２

定額給付金支給の流れ
①基準日(２月１日)で、住民基本台帳などから支給対象者のリスト作成
支給対象となる世帯主に申請書類を送付

ê

②世帯主の方が申請書記入(申請日、氏名、押印、住所、電話番号など)
世帯主の方が申請の内容を確認(誤りは赤書きで訂正してください)
※給付金を受け取らない場合要否欄に×印を記入してください。
世帯全員が受け取らない場合、申請する必要はありません。
世帯主名義の金融期間等の口座番号・口座名義を記入してください。

ê

③本人確認書類として、世帯主の方の書類を１種類コピーしてください。

ê

④世帯主の方名義の振込先の通帳かキャッシュカードをコピーしてくださ
い。口座番号とカナ氏名が書かれた部分が必要になります。

ê

⑤記入・確認した申請書、本人確認書類のコピー、振込先通帳などのコピ
ーがそろったら、同封している青色の封筒に入れて、差出人氏名・住所を

。記入して郵送(切手は不要です)してください

まず、決定通知書が送られて、それから２～３週間後に指定の口座に振
り込まれます。１回目の振込日は３月３０日を予定しています。なお、現
金での受け取りは４月２０日以降になる予定です。

■ 定額給付金の給付申請を

本人確認書類の種類
運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・健康保険証・年金

手帳など、公的機関が発行した証明書

申請書が届いたら…

▲

本人確認書類をコピー…

▲

通帳をコピー…

▲

申請書を郵送…

▲

窓口でも受け付けています…

▲

問い合わせ 定額給付金本部

▲

０１６５４③２１１１
内線３３９０・３３９１

申請は郵送によるほか、３月18日(水)から名寄庁舎１階、風連庁舎１階、智窓口受付
恵文支所(平日の８時45分～17時30分)の窓口でも受付します。

名寄庁舎１階と風連庁舎１階での開設は、３月20日(金)～３月22日臨時窓口を開設
(日)、３月28日(土)～３月29日(日)、智恵文支所は３月22日(日)のみ、いずれも開設時
間は９時から17時までとなっています。

３月14日から随時発送

給付はいつごろに…

▲



３｜平成２１年３月号

■ 定額給付金の給付申請を

定額給付金の給付を
よそおった
振り込め詐欺や
個人情報の詐取に
ご注意ください

○市が現金自動支払機(ＡＴＭ)の操作をお願いす

ることは絶対にありません。

○市が定額給付金のために、手数料などの振込を

求めることは絶対にありません。

○市が生年月日や家族構成、口座番号などを電話

で問い合わせることはありません。

○申請書に記載された内容や振込先の口座のこと

について、市では電話による確認を行いません。

３月14日(土)から 「定額給付金」の申請書類を郵送します。、
申請書類が市内全域に送られるまでには１週間程度かかります。
申請書類が届いたら、２ページの「定額給付金支給の流れ」を参

考にして、申請書・本人確認書のコピー・振込先通帳のコピーをそ
ろえて同封した青色の封筒に入れて郵送してください。
給付は、２月１日基準日現在の住民基本台帳上の世帯主の方の申

請に基づいて行われますので、申請期限までに申請してください。

問い合わせ 定額給付金本部

▲

０１６５４③２１１１
内線３３９０・３３９１

〒096-8686 名寄市大通南１丁目１番地 市役所名寄庁舎内


